
  

第３回情報公開委員会議事概要 
 

平成１９年９月１９日 

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 

 

１．日  時   平成１９年８月２１日（火） １４：００～１５：３０ 

 

２．場  所 財団法人日本航空協会 航空会館 ５階 ５０２会議室       

（東京都港区新橋１－１８－１） 

 

３．出席者  委員長    碧海 酉癸 消費生活アドバイザー 

委員長代理  棟居 快行 大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

委員      淺田 正彦 京都大学大学院法学研究科 教授 

 委員     市村 元  テレビユー福島 常務取締役  

委員    高後 元彦  弁護士 

委員     鈴木 秀美 大阪大学大学院高等司法研究科 教授 

委員    高橋 明男  大阪大学大学院法学研究科 教授 

委員      山本 康典 日本原子力文化振興財団 参事 

 

 

４．議 題 （１）平成１８年度開示請求対応状況について 

（２）検討部会の開催状況について 

（３）その他 

 

５．配布資料 

  情公３－１ 平成１８年度の情報公開法施行状況について 

情公３－２ 検討部会の開催状況について 

                       

６．議事要旨 

（１）平成１８年度の情報公開法施行状況について 

事務局から、配布資料 情公３－１に基づき説明した。質疑内容の概

要は以下のとおり。 

（委員）国との受託契約においても、予定価格が類推されるおそれがあ

るとして、不開示とする情報があることにつき、国と独立行政

法人という公的機関同士の間でも同様なことがあるのか。 

（機構）受託契約書には、機構が受託する業務の内訳とその積算等が記

載されている。機構が受託業務を実施する際、受託業務の一部

を機構から外部へ再委託することがある。この場合は、積算金

額が当該委託契約の予算金額に相当することがある。また、積

算に記載された単価等が同種、類似の契約の予定価格の類推さ

せるおそれがある。 

 

（委員）補正ができるのは、情報公開法では、開示請求書に「形式上の

不備」があると認めるときと定められている。施行状況による



  

と、機構ではほとんどの案件で補正が行われているが、それほ

どに形式的に不完全な場合が多いのか。また、補正が多いのは

どういう理由からか。 

（機構）機構への開示請求は、ほとんどが郵送で行われているが、郵送

でなされる開示請求では、具体的な文書名が記載されているも

のはほとんどない。このため、請求がなされてから、請求者と

連絡を取り、可能な範囲で請求目的などを確認した上で、文書

リストを提示し、請求対象とする文書を選択していただいてい

る。その際、開示請求手数料に不足がある場合には追納をお願

いしている。機構では、これらの手続きを法第４条２項による

補正として行っている。 
 
（委員）開示請求が制限されることがあるのか。 

（機構）情報公開法上は、請求者に対して請求の目的や開示された文書

の使途等について何ら制限は設けられていない。 

 

（委員）著作権の関係で情報提供ができなかった事案とは、どのような

ものか。 

（機構）機構の公開資料として登録手続きを行った際、公開文献から

転載した情報が引用の範囲を越すおそれがあるとの指摘があ

り、登録に至らなかったものである。 

 

（委員）開示請求により開示した文書は、公開文書として情報提供する

のか。 

（機構）開示請求を受け、開示した文書であっても、当該同一文書に

対して閲覧等を行いたいとの依頼があった場合には、再度、

法律に基づく開示請求手続きをお願いしている。 
 
（２）検討部会の開催状況について 

事務局から、配付資料 情公３－２に基づき、第２回情報公開委員会

（平成１８年７月２６日開催）以降の検討部会での検討・審議内容に

ついて報告があった。 
 

（３）その他 

委員から、機構職員の電子メールアドレスが記載された文書に対して

開示請求があった場合の、電子メールアドレスの取扱いについて質問

があった。これに対し、事務局から、機構では職員個人の電子メール

アドレスは慣行として公にされていないので、不開示としている旨、

回答した。 

 
以上 


